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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、越谷市（以下「施行者」

という。）が施行する土地区画整理事業の保留地の処分に関し必要な事項を定

めるものとする。 

第２章 抽選 

（抽選の参加資格） 

第２条 次の各号のいずれかに該当する者は、保留地の処分に係る抽選に参加す

ることができない。 

（１） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（２） 抽選に参加しようとする者を妨げた者 

（３） 抽選の公正な執行を妨げた者 

（４） 市税を滞納している者 

（５） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７



７号）第２条第２号に規定する暴力団若しくは同条第６号に規定する暴力団

員又は越谷市暴力団排除条例（平成２５年条例第１４号）第３条第２項に規

定する暴力団関係者 

２ 施行者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、抽選の参

加資格を別に定めることができる。 

（抽選の公表） 

第３条 施行者は、抽選により保留地を処分しようとするときは、広報紙等によ

り次に掲げる事項を公表するものとする。 

（１） 保留地の位置、地積及び売却価格 

（２） 抽選の参加資格 

（３） 抽選の参加申込受付の期間及び場所 

（４） 抽選の日時及び場所 

（５） 当選者の決定に関する事項 

（６） その他抽選に関し必要な事項 

（抽選の参加申込み） 

第４条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書（第１号様式）に関係書

類を添えて施行者に提出しなければならない。 

（抽選の方法） 

第５条 抽選は、第３条の規定により公表した日時及び場所において公開により

行うものとする。 

２ 抽選は、土地区画整理審議会委員の立会いのもとで行うものとする。 

（抽選の中止等） 

第６条 施行者は、災害その他特別の事情により抽選を執行することが困難であ

ると認めたときは、当該抽選を延期し、若しくは中止し、又は取り消すことが

できる。この場合において、抽選の参加申込者が損失を受けても、施行者は補

償の責めを負わない。 

（当選者の決定） 



第７条 施行者は、第５条の規定により行う抽選をもって当選者を決定する。こ

の場合において、抽選の参加申込者が１者であるときは、当該者を当選者とす

る。 

（当選の無効） 

第８条 当選者が次の各号のいずれかに該当するときは、その当選を無効とする。 

（１） 第２条に規定する抽選の参加資格のない者であるとき。 

（２） 不正の行為をしたとき。 

（補欠者の決定等） 

第９条 施行者は、抽選により、当選者のほか補欠者１者を決定するものとする。 

２ 施行者は、前条の規定により当選が無効となったとき、当選者から第２７条

の規定による届出があったとき又は第２８条の規定により当選者の決定を取

り消したときは、補欠者を当選者とするものとする。 

（当選者及び補欠者の通知） 

第１０条 施行者は、抽選により当選者及び補欠者を決定したときは、当該抽選

結果をこれらの者に通知するものとする。 

（申込金の納付） 

第１１条 当選者は、前条の規定による通知を受けたときは、別表第１に定める

額を申込金として直ちに施行者に納付しなければならない。 

２ 前項の規定による申込金の納付は、現金によるものとする。 

３ 申込金には、利子を付けない。 

（申込金の還付等） 

第１２条 申込金は、契約保証金の納付後、これを還付する。ただし、当選者の

同意があったときは、当該当選者が負担すべき契約締結に係る費用の一部に充

当することができる。 

２ 申込金は、第８条の規定により当選が無効となったとき、第２７条の規定に

よる届出があったとき又は第２８条の規定による決定の取消しがあったとき

は、施行者に帰属する。 



第３章 一般競争入札及び指名競争入札 

（入札の参加資格） 

第１３条 次の各号のいずれかに該当する者は、保留地の処分に係る一般競争入

札又は指名競争入札に参加することができない。 

（１） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（２） 入札に参加しようとする者を妨げた者 

（３） 入札の公正な執行を妨げた者 

（４） 市税を滞納している者 

（５） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定

する暴力団若しくは同条第６号に規定する暴力団員又は越谷市暴力団排除

条例第３条第２項に規定する暴力団関係者 

２ 施行者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、入札の参

加資格を別に定めることができる。 

（入札の公告） 

第１４条 施行者は、一般競争入札により保留地を処分しようとするときは、次

に掲げる事項を公告するものとする。 

（１） 保留地の位置、地積及び最低売却価格 

（２） 入札の参加資格 

（３） 入札の参加申込受付の期間及び場所 

（４） 開札の日時及び場所 

（５） 入札書を提出する方法、期限及び場所 

（６） 入札保証金に関する事項 

（７） 入札の無効に関する事項 

（８） 落札者の決定に関する事項 

（９） その他入札に関し必要な事項 

（入札者の指名及び通知） 

第１５条 施行者は、指名競争入札により保留地を処分しようとするときは、あ



らかじめ当該入札に参加させようとする者の参加資格を審査のうえ、３者以上

の入札者を指名するものとする。ただし、施行者が認めるときは、入札者の指

名数を減ずることができる。 

２ 施行者は、前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し、

前条各号（第２号を除く。）に掲げる事項を通知するものとする。 

（入札の参加申込み） 

第１６条 入札に参加しようとする者は、入札参加申込書（第２号様式）に関係

書類を添えて施行者に提出しなければならない。 

２ 施行者は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、適

当と認めたときは、入札の参加申込者に入札指名書（第３号様式）を交付する

ものとする。 

（入札保証金の納付） 

第１７条 入札に参加しようとする者は、施行者が指定する期日までに、施行者

が指定する方法により、別表第２に定める額を入札保証金として納付しなけれ

ばならない。ただし、施行者は、入札に参加しようとする者が国又は地方公共

団体であるときは、入札保証金の納付を免除することができる。 

２ 入札保証金には、利子を付けない。 

（入札保証金の還付等） 

第１８条 入札保証金は、落札者に対しては契約保証金の納付後、その他の者に

対しては開札後落札者が決定した後これを還付する。ただし、落札者の納付に

係る入札保証金については、契約保証金の全部又は一部に充当することができ

る。 

２ 入札保証金は、第２２条の規定により当該入札者の入札が無効となったとき、

第２７条の規定による届出があったとき又は第２８条の規定による決定の取

消しがあったときは、施行者に帰属する。 

（入札の方法） 

第１９条 入札に参加しようとする者は、入札書(第4号様式)に必要事項を記載



し、封書にして、第14条の規定により公告した提出期限(以下「提出期限」と

いう。)までに同条の規定により公告した提出場所に提出しなければならない。

この場合において、入札保証金の納付を要するものについては、施行者が指定

する方法により、その領収書の写しを施行者に提出しなければならない。 

２ 提出された入札書は、これを訂正し、又は引き換えることができない。 

（入札の中止等） 

第２０条 施行者は、災害その他特別の事情により入札を執行することが困難で

あると認めたときは、当該入札を延期し、若しくは中止し、又は取り消すこと

ができる。この場合において、入札の参加申込者が損失を受けても、施行者は

補償の責めを負わない。 

（開札） 

第２１条 開札は、第１４条の規定により公告した日時及び場所において、入札

の終了後、直ちに行うものとする。この場合において、入札者は、開札に立ち

会うことができる。 

（入札の無効） 

第２２条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

（１） 第１３条に規定する入札の参加資格のない者がした入札 

（２） 入札書に入札金額、入札者若しくは入札物件の表示がない入札又は不

明確な入札 

（３） 所定の入札書を用いないでした入札 

（４） 同一物件について2通以上の入札書を提出した入札者がした入札 

（５） 提出期限を過ぎて提出された入札書又は施行者が指定する方法によら

ないで提出された入札書による入札 

（６） 談合その他不正の行為があった入札 

（落札者の決定及び通知） 

第２３条 施行者は、開札の結果、最低売却価格に達した者のうち、最高価格で

入札したものを落札者とする。 



２ 施行者は、落札となるべき同価格の入札をした者が２者以上あるときは、直

ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 

３ 前項の場合において、当該入札者が立ち会わないとき又は立ち会っていても

くじを引かないときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとす

る。 

４ 施行者は、前条の規定により落札者の入札が無効となったとき、落札者から

第２７条の規定による届出があったとき又は第２８条の規定により落札者の

決定を取り消したときは、最低売却価格に達した者のうちから、次位の者を落

札者とすることができる。この場合において、次位の者から落札者の辞退の申

し出があったときは、入札価格の高い入札者から順次落札者を決定するものと

する。 

第４章 随意契約 

（随意契約の申込み等） 

第２４条 随意契約により保留地を買い受けようとする者は、保留地買受申込書

（第５号様式）を施行者に提出しなければならない。 

２ 越谷都市計画事業東越谷土地区画整理事業施行規程（昭和６１年条例第２０

号）第７条第２項第４号及び越谷都市計画事業西大袋土地区画整理事業施行規

程（平成８年条例第２４号）第７条第２項第４号に規定する特に施行者が必要

と認めるときは、次のとおりとする。 

（１） 建物移転を避けるために定められた保留地又は宅地地積の適正化を図

るために定められた保留地を処分するとき。 

（２） その他施行者が抽選又は入札に付することが適当でないと認めるとき。 

第５章 契約の締結 

（契約の相手方の決定） 

第２５条 施行者は、当選者、落札者及び随意契約の相手方（以下「契約の相手

方」という。）を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書（第６号様

式）により当該契約の相手方に通知するものとする。 



（契約の締結） 

第２６条 契約の相手方は、施行者が指定する期日までに契約を締結しなければ

ならない。 

（購入の辞退） 

第２７条 契約の相手方は、保留地の購入を辞退しようとするときは、保留地購

入辞退届（第７号様式）により施行者に届け出なければならない。 

（契約の相手方の決定の取消し） 

第２８条 施行者は、第２５条の規定による通知を受けた契約の相手方が次の各

号のいずれかに該当するときは、同条の規定による決定を取り消すものとする。 

（１） 契約を締結しないとき。 

（２） その他この規則に違反したとき。 

２ 施行者は、前項の規定により契約の相手方の決定を取り消すときは、その旨

を保留地売却決定取消通知書（第８号様式）により当該者に通知するものとす

る。 

（契約保証金の納付） 

第２９条 契約の相手方は、第２６条の規定により契約を締結しようとするとき

は、契約保証金として契約代金の１００分の１０に相当する額を契約締結の日

までに納付しなければならない。 

２ 契約保証金には、利子を付けない。 

３ 施行者は、国又は地方公共団体を相手方とする契約及び第２４条第２項第１

号に規定する保留地の処分に係る契約については、契約保証金の納付を免除す

ることができる。 

（契約保証金の帰属及び充当） 

第３０条 契約保証金は、第２７条の規定による届出があったとき、第２８条の

規定による決定の取消しがあったとき又は第３４条第１項の規定による契約

の解除があったときは、施行者に帰属する。 

２ 契約保証金は、契約代金の一部に充当するものとする。 



第６章 契約の履行 

（契約代金の納付） 

第３１条 施行者と契約を締結した者（以下「契約者」という。）は、契約締結

の日から６０日以内に契約代金の全額を納付しなければならない。 

（保留地の使用及び収益の制限） 

第３２条 契約者は、契約代金を完納した後でなければ、当該契約に係る保留地

を使用し、又は収益することができない。 

（所有権移転の時期及び登記） 

第３３条 保留地の処分による所有権移転の時期は、次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 契約締結の日が換地処分の公告の日以前の場合 当該換地処分の公告

の日の翌日（契約代金が完納されていない場合にあっては、当該契約代金が

完納された日の翌日） 

（２） 契約締結の日が換地処分の公告の日後の場合 契約代金が完納された

日の翌日 

２ 保留地の所有権移転の登記（以下「所有権移転登記」という。）は、前項の

規定により所有権が移転し、かつ、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９

号）第１０７条第２項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に施行者

が行うものとする。 

３ 所有権移転登記に必要な費用は、契約者の負担とする。 

第７章 契約の解除 

（契約の解除等） 

第３４条 施行者は、契約者がこの規則又は契約条項に違反したときは、契約を

解除することができる。 

２ 施行者は、前項の規定により契約を解除するときは、その旨を保留地売買契

約解除通知書（第９号様式）により契約者に通知するものとする。 

３ 前項の規定による通知を受けた契約者は、施行者の指定する期間内に自己の



費用で当該保留地を原状に回復して引き渡さなければならない。 

４ 施行者は、前項の規定による引渡しを受けたときは、既納の契約代金（第３

０条第２項の規定により契約保証金を契約代金の一部に充当した場合にあっ

ては、当該契約保証金を控除した額）を返還する。 

第８章 雑則 

（権利譲渡の禁止） 

第３５条 契約者は、契約を締結した日から所有権移転登記が完了するまでの間

は、保留地を譲渡することができない。ただし、施行者の承認を得たときは、

この限りでない。 

２ 前項ただし書の規定により施行者の承認を得ようとする者は、施行者が別に

定める申請書により施行者に申請しなければならない。 

３ 施行者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認めたときは承認するものとする。 

４ 前項の規定による承認に基づき、保留地に係る権利の譲渡を受ける者は、契

約者の地位を継承するものとする。 

（住所変更等の届出） 

第３６条 契約者及びその相続人は、契約締結の日から所有権移転登記が完了す

るまでの間において、契約者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたと

きは、遅滞なくその旨を施行者に届け出なければならない。 

（１） 氏名（法人にあっては、名称）又は住所（法人にあっては、事業所の

所在地）を変更したとき。 

（２） 死亡（法人にあっては、解散又は合併）したとき。 

（その他） 

第３７条 この規則に定めるもののほか保留地の処分に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２６年９月１日から施行する。 



附 則（令和元年規則第１７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年規則第５５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成

されている用紙は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当分

の間、使用することができる。 

附 則（令和５年規則第５１号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年規則第７４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表第１（第１１条関係） 

売却価格 申込金の額 

１，０００万円以下のもの ５，０００円

１，０００万円を超え５，０００万円以下のもの １０，０００円

５，０００万円を超えるもの ３０，０００円

別表第２（第１７条関係） 

最低売却価格 入札保証金の額 

１，０００万円以下のもの ５，０００円

１，０００万円を超え５，０００万円以下のもの １０，０００円

５，０００万円を超えるもの ３０，０００円


